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３ 事業運営上の課題等について 

（１）介護サービスの質の向上のための取組 

問 11 介護サービスの質の向上のために具体的な取組はされていますか。（○は３つまで） 

【図 3-1 経年比較 介護サービスの質の向上のための取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護サービスの質の向上のための取組については，「内部研修の充実」が53.7％で最も多く，

次いで「外部研修（他施設の見学も含む）への積極的な参加」が38.0％，「職員の心身の健康管

理や労働環境の整備」が30.7％となっています。 

前回調査と比較すると，「外部研修（他施設の見学も含む）への積極的な参加」は15.2ポイン

ト，「第三者評価の受診」は6.6ポイント，「職員の人権意識の向上の取組」は6.3ポイント，「介

護サービス事業者間の交流の活性化」は5.3ポイント低くなっています。（図3-1） 
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提供サービスの種類別でみると，居宅サービスや地域密着型サービス，総合事業は「内部研

修の充実」が５割以上で最も多くなっています。施設サービスでは「第三者評価の受診」が55.2％

で最も多く，他のサービスに比べて高い割合になっています。また，総合事業は「苦情や事故

の事例研究」が，居宅サービスは「介護サービス事業者間の交流の活性化」が，それぞれ他の

サービスに比べて高い割合になっています。（図3-1-1） 

【図 3-1-1 提供サービスの種類別 介護サービスの質の向上のための取組】 
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（２）運営上の課題 

問 12 適切なサービス提供を行ううえで，運営上の課題はありますか。 

【図 3-2 経年比較 運営上の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

運営上の課題があるかについて，「ある」が55.2％を占めており，「ない」は36.8％となって

います。 

前回調査と比較すると，「ある」は12.6ポイント低くなっています。（図3-2） 

提供サービスの種類別でみると，いずれも「ある」が過半数を占めており，施設サービスは

70.1％で最も高く，次いで地域密着型サービスが62.1％となっています。（図3-2-1） 

【図 3-2-1 提供サービスの種類別 運営上の課題】 
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（３）具体的な課題内容 

問 12－２ 問 12 で「ある」と回答された方にお聞きします。具体的に課題は何だとお考えですか。 

【図 3-3 経年比較 具体的な課題内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「情報不足の問題」と「関係機関との連携」は，今回調査の新規項目 

 

課題があると回答した事業所に，具体的な課題内容をたずねたところ，「担い手確保・養成の

問題」が70.9％で最も多く，次いで「サービス内容の問題」が35.8％，「指定・運営基準や介護

報酬等の問題」が32.4％となっています。 

前回調査と比較すると，「サービス内容の問題」が11.1ポイント高くなっており，「指定・運

営基準や介護報酬等の問題」は9.7ポイント低くなっています。（図3-3） 
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提供サービスの種類別でみると，いずれも「担い手確保・養成の問題」が６割以上で最も多

くなっています。また，施設サービスは「サービス内容の問題」が，居宅サービスでは「介護

保険制度に係る事務の簡素化」が，それぞれ他のサービスに比べて高い割合になっています。

（図3-3-1） 

【図 3-3-1 提供サービスの種類別 具体的な課題内容】 
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４ 介護従事者の確保・処遇改善について 

（１）１年間の採用者数と離職者数 

問 13 貴事業所の介護保険の指定介護サービス事業に従事する従業員について１年間（平成 30

年 11 月１日から令和元年 10 月 31 日まで）の採用者数，離職者数をお聞きします。 

また，貴事業所で 1 年間に離職した者のうち，勤務年数が「１年未満の者」，「１年以上３

年未満の者」，「３年以上５年未満の者」，「５年以上 10 年未満の者」及び「10 年以上の者」

の人数は何人でしたか。 

【図 4-1-1 経年比較 １年間の採用者数】 
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１年間の採用者数については，総数が4,787人で，うち「正規職員」は1,977人，『非正規職員

（常勤労働者＋短時間労働者）』は2,810人となっており，割合でみると「正規職員」が41.3％，

『非正規職員』が58.7％となっています。 

前回調査と比較すると，「正規職員」は7.3ポイント低くなっており，『非正規職員』が7.2ポ

イント高くなっています。なお，「非正規職員（短時間労働者）」では9.8ポイント高くなってい

ます。（図4-1-1） 

 

 

【図 4-1-2 経年比較 １年間の離職者数】 
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１年間の離職者数については，総数が3,881人で，うち「正規職員」は1,717人，『非正規職員

（常勤労働者＋短時間労働者）』は2,164人となっており，割合でみると「正規職員」が44.2％，

『非正規職員』が55.8％となっています。 

前回調査と比較すると，「正規職員」は6.0ポイント低くなっており，『非正規職員』が6.1ポ

イント高くなっています。（図4-1-2） 

 

 

【図 4-1-3 離職者の勤務年数】 
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※「その他」は，合計人数との誤差を補正するために追加した項目 

 

離職者の勤務年数について，正規職員は「１年未満の者」が27.2％で最も多く，次いで「１

年以上３年未満の者」が26.8％となっており，これらを合わせた『３年未満の者』の割合は54.0％

を占めています。非正規職員では「１年未満の者」が常勤労働者で50.0％，短時間労働者で46.2％

と，それぞれ最も多くなっています。（図4-1-3） 
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（２）従業員の職種別過不足の状況 

問 14 貴事業所において，従業員の職種別過不足の状況はどうですか。（あてはまる番号ひとつに○） 

※資格保有者ではなく，その仕事（職種）に就く者について記入して下さい。 

【図 4-2-1 経年比較 従業員の職種別過不足の状況（訪問介護員）】 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護員の過不足の状況については，『不足している（「大いに不足」＋「不足」＋「やや

不足」）』割合が25.0％となっています。 

前回調査と比較すると，『不足している』割合が2.7ポイント高くなっています。（図4-2-1） 

 

 

【図 4-2-2 経年比較 従業員の職種別過不足の状況（サービス提供責任者）】 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提供責任者の過不足の状況については，『不足している』割合が13.7％となっていま

す。 

前回調査と比較すると，『不足している』割合が1.7ポイント高くなっています。（図4-2-2） 

 

 

【図 4-2-3 経年比較 従業員の職種別過不足の状況（介護職員）】 

 

 

 

 

 

 

介護職員の過不足の状況については，『不足している』割合が45.0％となっています。 

前回調査と比較すると，『不足している』割合が1.6ポイント高くなっています。（図4-2-3） 
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【図 4-2-4 経年比較 従業員の職種別過不足の状況（看護職員）】 

 

 

 

 

 

 

 

看護職員の過不足の状況については，『不足している』割合が24.0％となっています。 

前回調査と比較すると，『不足している』割合は4.6ポイント低くなっています。（図4-2-4） 

 

 

【図 4-2-5 経年比較 従業員の職種別過不足の状況（生活相談員）】 

 

 

 

 

 

 

 

生活相談員の過不足の状況については，『不足している』割合が15.0％となっています。 

前回調査と比較しても，大きな変化はみられません。（図4-2-5） 

 

 

【図 4-2-6 経年比較 従業員の職種別過不足の状況（ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等）】 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等の過不足の状況については，『不足している』割合が12.1％となっていま

す。 

前回調査と比較すると，『不足している』割合は6.7ポイント低くなっています。（図4-2-6） 
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今回調査
(n=1,861)

前回調査
(n=1,302)

(%)
0 20 40 60 80 100

大いに不足

不足

やや不足

適当 過剰 当該職種はいない 無回答

1.8 

2.8 

3.3 

6.8 

7.0 

9.2 

15.6 

13.2 

0.1 

0.1 

61.8 

63.3 

10.3 

4.5 

今回調査
(n=1,861)

前回調査
(n=1,302)

(%)
0 20 40 60 80 100

大いに不足

不足

やや不足

適当 過剰 当該職種はいない 無回答
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【図 4-2-7 経年比較 従業員の職種別過不足の状況（事業所全体でみた場合）】 

 

 

 

 

 

 

 

事業所全体でみた場合の過不足の状況については，『不足している』割合が59.5％を占めてい

ます。 

前回調査と比較しても，大きな変化はみられません。（図4-2-7） 

 

 

 

（３）従業員が不足している理由 

問14－２ 問14で「事業所全体でみた場合」の１，２，３いずれかに○を付けた事業所で，不足して

いる理由はどれですか。(あてはまる番号全てに○) 

【図 4-3 経年比較 従業員が不足している理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所全体でみた場合に『不足している』と回答した事業所に，その理由をたずねたところ，

「採用が困難である」が81.9％で最も多く，次いで「事業を拡大したいが担い手が確保できな

い」が24.3％，「離職率が高い（定着率が低い）」が21.7％となっています。 

前回調査と比較すると，「事業を拡大したいが担い手が確保できない」は20.5ポイント低くな

っています。（図4-3） 

 

  

21.7 

81.9 

24.3 

6.3 

0.0 

26.8 

85.5 

44.8 

8.9 

0.0 

0 20 40 60 80 100

離職率が高い（定着率が低い）

採用が困難である

事業を拡大したいが担い手が確保
できない

その他

無回答

(MA%)

今回調査

(n=1,106)

前回調査

(n=764)

11.1 

9.3 

21.2 

23.2 

27.2 

26.2 

17.0 

18.5 

0.2 

0.2 

13.9 

18.6 

9.4 

4.0 

今回調査
(n=1,861)

前回調査
(n=1,302)

(%)
0 20 40 60 80 100

大いに不足 不足 やや不足 適当 過剰

当該職種はいない

無回答
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（４）採用が困難である原因 

問14－３ 問14-2で「２．採用が困難である」に○を付けた事業所のみお答え下さい。原因は何にあ

るとお考えですか。（あてはまる番号全てに○） 

【図 4-4 経年比較 採用が困難である原因】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「土日が休みでない」は，今回調査の新規項目 

 

採用が困難であると回答した事業所に，その原因をたずねたところ，「賃金が低い」が56.1％

で最も多く，次いで「仕事がきつい（肉体的・精神的）」が53.6％，「社会的評価が低いと思わ

れている」が46.1％となっています。 

前回調査と比較すると，「夜勤が多い等の不規則勤務」が8.5ポイント高くなっており，「賃金

が低い」は5.3ポイント低くなっています。（図4-4） 

 

  

3.8 

13.7 

21.0 

27.6 

3.0 

8.8 

56.1 

53.6 

46.1 

18.2 

5.6 

0.0 

8.1 

5.2 

25.1 

4.3 

8.1 

61.4 

55.3 

43.0 

22.1 

4.1 

0.0 

0 20 40 60 80

労働時間が長い

夜勤が多い等の不規則勤務

休みが取りにくい

土日が休みでない

長期に雇用されるか不明確である

キャリアアップの機会が不十分

賃金が低い

仕事がきつい（肉体的・精神的）

社会的評価が低いと思われている

その他

分からない

無回答

(MA%)

今回調査

(n=906)

前回調査

(n=653)
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（５）従業員の募集の手段や媒体 

問15 貴事業所において，従業員の募集を行う場合，どのような手段や媒体を用いていますか。採用

者数の多いものから２つ選んでください。 

【図 4-5 従業員の募集の手段や媒体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員の募集の手段や媒体について，正規・非正規とも，「ハローワーク，福祉人材センター

（web含む）など公的機関の活用」が６割台で最も多くなっています。これに次いで，「広告物・

広報サイトへの掲載」，「職員・知人を通じて」となっており，これら２項目は非正規職員のほ

うが高い割合になっています。（図4-5） 

 

 

  

64.2 

5.3 

34.6 

11.7 

25.9 

3.0 

18.4 

2.9 

9.0 

61.2 

2.0 

40.6 

6.2 

30.4 

2.3 

17.6 

3.0 

9.6 

0 20 40 60 80

ハローワーク，福祉人材センター（web含む）
など公的機関の活用

学校・養成施設等での進路指導

広告物・広報サイトへの掲載

就職セミナー（就職説明会）

職員・知人を通じて

ボランティア，実習生，ホームヘルパー等
養成講座終了者等を勧誘

民間の職業紹介

その他

無回答

(2LA%)

正規職員 非正規職員

(n=1,861)
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（６）採用した従業員に対する評価 

問16 貴事業所では1年間（平成30年11月１日から令和元年10月31日まで）に採用した職員の能

力についてどのように評価していますか。（○は１つ） 

【図 4-6 経年比較 採用した従業員に対する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

採用した従業員に対する評価については，「満足している」が49.8％を占めており，「満足し

ていない」は22.5％となっています。 

前回調査と比較しても，大きな変化はみられません。（図4-6） 

 

 

（７）外国人を雇用するうえでの課題 

問17 外国人を雇用するうえで最も大きいと思う課題は何ですか。（○は３つまで） 

※在留資格が「ＥＰＡ」，「留学」,「技能実習」,「特定技能」，「介護」の方 

【図 4-7 外国人を雇用するうえでの課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人を雇用するうえでの課題については，「日本語・文化研修」が72.6％で最も多く，次い

で「利用者の理解」が60.2％，「介護に係る研修」が22.9％となっています。（図4-7） 

  

49.8 

50.7 

22.5 

24.7 

18.1 

22.0 

9.7 

2.7 

今回調査
(n=1,861)

前回調査
(n=1,302)

(%)
0 20 40 60 80 100

満足している 満足していない その他 無回答

60.2 

15.2 

22.9 

72.6 

5.9 

7.3 

5.4 

18.8 

15.7 

10.8 

4.2 

9.1 

0 20 40 60 80

利用者の理解

地域の理解

介護に係る研修

日本語・文化研修

各種届出や医療機関の付添い等の生活支援

住居確保

採用

職員の理解

信頼できる監理・支援団体の選定

監理団体や生活支援を行うための費用負担

その他

無回答

(3LA%)
(n=1,861)
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（８）介護ロボットの導入予定 

問18 貴事業所において，今後介護ロボットを導入する予定はありますか。 

【図 4-8 経年比較 介護ロボットの導入予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護ロボットの導入予定については，「導入の予定はない」が63.2％を占めています。一方，

「導入の予定がある（既に導入している）」は4.3％，「導入を検討している」は7.1％となって

います。 

前回調査と比較しても，大きな変化はみられません。（図4-8） 

 

 

 

  

4.3 

5.7 

7.1 

6.6 

63.2 

65.1 

16.1 

20.9 

9.2 

1.7 

今回調査
(n=1,861)

前回調査
(n=1,302)

(%)
0 20 40 60 80 100

導入の予定がある（既に導入している）

導入を検討している

導入の予定はない 分からない 無回答
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（９）介護ロボットに期待すること 

問18－２ 問18で「１．導入の予定がある（既に導入している）」又は「２．導入を検討している」

と回答された方にお聞きします。貴事業所において，介護ロボットに特に期待することは

何ですか。（あてはまる番号全てに○） 

【図 4-9 経年比較 介護ロボットに期待すること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入の予定がある，または検討していると回答した事業所に，介護ロボットに期待すること

をたずねたところ，「見守り」が63.4％で最も多く，次いで「移乗介護」が58.2％，「移動支援」

が24.4％となっています。 

前回調査と比較すると，「移動支援」は13.1ポイント低くなっており，「見守り」が9.6ポイン

ト高くなっています。（図4-9） 

  

58.2 

24.4 

14.6 

63.4 

20.7 

3.8 

20.2 

0.9 

1.9 

61.3 

37.5 

18.1 

53.8 

21.3 

5.0 

21.3 

3.8 

0.0 

0 20 40 60 80

移乗介護

移動支援

排泄支援

見守り

入浴支援

食事支援

余暇支援

その他

無回答

(MA%)

今回調査

(n=213)

前回調査

(n=160)
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（10）介護ロボット導入を阻害している要因 

問18－３ 問18で「３．導入の予定はない」又は「４．分からない」と回答された方にお聞きします。

貴事業所において，介護ロボット導入を阻害している要因は何だとお考えですか。 

（あてはまる番号全てに○） 

【図 4-10 経年比較 介護ロボット導入を阻害している要因】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入の予定はない，または分からないと回答した事業所に，介護ロボット導入を阻害してい

る要因についてたずねたところ，「導入に伴う費用対効果が不明」が65.2％で最も多く，次いで

「利用者が介護ロボットを受け入れてくれるか分からない」が35.4％，「事故の懸念」が29.1％

となっています。 

前回調査と比較すると，「導入に伴う費用対効果が不明」が7.2ポイント高くなっています。

（図4-10） 

 

  

29.1 

35.4 

65.2 

21.1 

19.9 

22.9 

0.2 

31.0 

32.3 

58.0 

24.3 

21.3 

28.6 

0.6 

0 20 40 60 80

事故の懸念

利用者が介護ロボットを受け入れて
くれるか分からない

導入に伴う費用対効果が不明

機械に頼ることへの抵抗感がある

家族の了解が得られるか分からない

その他

無回答

(MA%)

今回調査

(n=1,476)

前回調査

(n=1,120)
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５ 介護職員処遇改善加算について 
※以下の調査対象サービスは回答不要（問 19～問 20） 

居宅介護支援，訪問看護，訪問リハビリ，介護予防支援、（総合事業）支え合い型ヘルプサービス 

（１）介護職員処遇改善加算の届出状況 

問19（１） 調査対象サービスにおける令和元年度の介護職員処遇改善加算の届出状況について， 

該当する番号に○をつけてください。 

【図 5-1 経年比較 介護職員処遇改善加算の届出状況】 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算の届出状況については，「届出している（届出予定を含む）」が86.3％，

「届出をしていない」は5.1％となっています。 

前回調査と比較すると，「届出している（届出予定を含む）」は2.8ポイント低くなっています。

（図5-1） 

 

 

（２）賃金改善の対応方法 

問19（２） 問19（１）で「１．届出している（届出予定を含む）」と答えた方にお伺いします 

介護職員処遇改善加算について，賃金改善をいずれの項目で行っているか，該当する番

号に○をつけてください。（あてはまる番号全てに○） 

【図 5-2 経年比較 賃金改善の対応方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.3 

89.1 

5.1 

10.9 

8.6 

0.0 

今回調査
(n=1,366)

前回調査
(n=805)

(%)
0 20 40 60 80 100

届出している（届出予定を含む）

届出をしていない

無回答

25.4 

24.9 

61.7 

53.4 

0.3 

16.0 

23.0 

39.4 

52.9 

0.0 

0 20 40 60 80

給与表を改定して賃金水準を引き上げることで
対応（予定）

定期昇給を実施することで対応（予定）

毎月支給される手当として対応（予定）

一時金（賞与・その他の臨時支給分）として
対応（予定）

無回答

(MA%)

今回調査

(n=1,179)

前回調査

(n=800)
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介護職員処遇改善加算を届出していると回答した事業所に，賃金改善の対応方法についてた

ずねたところ，「毎月支給される手当として対応（予定）」が61.7％で最も多くなっています。

これに次いで，「一時金（賞与・その他の臨時支給分）として対応（予定）」が53.4％となって

おり，支給時期は“12月”が最も多く，次いで“６月”となっています。 

前回調査と比較すると，「給与表を改定して賃金水準を引き上げることで対応（予定）」が9.4

ポイント，「毎月支給される手当として対応（予定）」が22.3ポイント高くなっています。（図5-2） 

 

 

（３）特別事情届出書の提出状況 

問19（３） 問 19（１）で「１．届出している（届出予定を含む）」と答えた方にお伺いします 

特別事情届出書の提出状況について，該当する番号に○をつけてください。 

【図 5-3 特別事情届出書の提出状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算を届出していると回答した事業所に，特別事情届出書の提出状況をた

ずねたところ，「現在までに提出していない」が93.6％となっています。一方，「現在までにす

でに提出をした」は5.6％となっています。 

提出した内容については，「給与表を改定して賃金水準を引き下げた」が48.5％で最も多くな

っています。（図5-3） 

 

 

 

 

  

93.6 5.6 0.8 
全体

(n=1,179)

(%)
0 20 40 60 80 100

現在までに提出していない

現在までにすでに提出をした

無回答

48.5 

15.2 

18.2 

24.2 

1.5 

0 20 40 60

給与表を改定して賃金水準を引き下げた

各種手当ての引き下げまたは廃止

賞与等の支給金額の引き下げまたは廃止

その他

無回答

(MA%)
(n=66)

（あてはまるものすべてに○をしてください。） 
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（４）介護職員等特定処遇改善加算の届出状況 

問19（４） 問 19（１）で「１．届出している（届出予定を含む）」と答えた方にお伺いします 

調査対象サービスにおける令和元年度の介護職員等特定処遇改善加算の届出状況

について，該当する番号に○をつけてください。 

【図 5-4 介護職員等特定処遇改善加算の届出状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算を届出していると回答した事業所に，介護職員等特定処遇改善加算の

届出状況をたずねたところ，「届出している（届出予定を含む）」が70.7％，「届出をしていない」

は28.8％となっています。 

届出をしている介護職員等特定処遇改善加算の内容は，「介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）」

が68.7％，「介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）」が31.3％となっています。（図5-4） 

 

 

（５）介護職員処遇改善加算の届出の種類 

問19（５） 問 19（１）で「１．届出している（届出予定を含む）」と答えた方にお伺いします 

介護職員処遇改善加算について，いずれの加算を届出しているか，該当する番号に

○をつけてください。 

【図 5-5 介護職員処遇改善加算の届出の種類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算を届出していると回答した事業所に，その種類をたずねたところ，「介

護職員処遇改善加算（Ⅰ）」が85.9％で最も多くなっています。（図5-5） 

  

70.7 28.8 0.5 
全体

(n=1,179)

(%)
0 20 40 60 80 100

届出している（届出予定を含む） 届出をしていない 無回答

68.7 31.3 0.0 
全体

(n=833)

(%)
0 20 40 60 80 100

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 無回答

85.9 

9.3 

4.2 

0.0 

0.0 

0.6 

0 20 40 60 80 100

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

無回答

(%)
(n=1,179)

（あてはまるものに○をしてください。） 
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（６）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の今後の届出予定 

問19（６） 問 19（５）で「２．介護職員処遇改善加算（Ⅱ）」と答えた方にお伺いします 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の今後の届出予定について，該当する番号に〇をつけ

てください。 

【図 5-6 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の今後の届出予定】 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）を届出していると回答した事業所に，介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

の届出予定についてたずねたところ，「今後届出する予定がある」が27.3％，「届出をする予定

はない」は72.7％となっています。（図5-6） 

 

 

（７）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の届出を行っていない理由 

問19（７） 問 19（５）で「２．介護職員処遇改善加算（Ⅱ）」と答えた方にお伺いします 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の届出を行っていない理由について，該当する番号に

○をつけてください。（あてはまる番号全てに○） 

【図 5-7 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の届出を行っていない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）を届出していると回答した事業所に，介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

の届出を行っていない理由についてたずねたところ，「介護職員の昇給で職種間・事業所間の賃

金バランスが懸念されるため」が39.1％で最も多く，次いで「昇給の仕組みを設けるための事

務作業が煩雑であるため」が27.3％となっています。（図5-7） 
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(n=110)

(%)
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今後届出する予定がある 届出をする予定はない 無回答
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昇給の仕組みをどのようにして定めたらよいか
わからないため

昇給の仕組みを設けるための事務作業が煩雑で
あるため

介護職員の昇給で賃金管理を行うことが今後難しく

なるため

介護職員の昇給で職種間・事業所間の賃金バランス

が懸念されるため

介護職員の昇給で法人内や施設・事業所内で合意

形成が難しいため

その他

無回答

(MA%)
(n=110)
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（８）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の取得が困難な理由 

問19（８） 問 19（５）で「３．介護職員処遇改善加算（Ⅲ）」，「４．介護職員処遇改善加算（Ⅳ）」，

「５．介護職員処遇改善加算（Ⅴ）」と答えた方にお伺いします 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の取得が困難な理由について，該当する番号に○をつ

けてください。（あてはまる番号全てに○） 

【図 5-8 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の取得が困難な理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ），（Ⅳ）,（Ⅴ）のいずれかに届出をしていると回答した事業所に，

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の取得が困難な理由についてたずねたところ，「キャリアパス要件

（Ⅰ）を満たすことが困難」が67.3％で最も多く，次いで「キャリアパス要件（Ⅱ）を満たす

ことが困難」が34.7％となっています。（図5-8） 

 

 

（９）キャリアパス要件（Ⅰ）を満たすことが困難な理由 

問19（９） 問 19（８）で「１．キャリアパス要件（Ⅰ）を満たすことが困難」と答えた方にお伺いします 

具体的にどのような理由でキャリアパス要件（Ⅰ）を満たすことが困難なのか，以

下のうち，該当する番号に○をつけてください。（あてはまる番号全てに○） 

【図 5-9 キャリアパス要件（Ⅰ）を満たすことが困難な理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアパス要件（Ⅰ）を満たすことが困難と回答した事業所に，その理由についてたずね

たところ，「介護職員の任用の要件を定めることが難しいため」が63.6％で最も多く，次いで「職

位，職責等に応じた賃金体系を定めることが難しいため」が45.5％，「届出に必要となる事務を

行える職員がいないため」が24.2％となっています。（図5-9）  
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その他

無回答

(MA%)
(n=49)
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職位，職責等に応じた賃金体系を定めることが

難しいため

就業規則等の根拠規定を書面化し全介護職員に

周知が難しいため

届出に必要となる事務を行える職員がいないため

その他

無回答

(MA%)
(n=33)
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（10）キャリアパス要件（Ⅱ）を満たすことが困難な理由 

問19（10） 問 19（８）で「２．キャリアパス要件（Ⅱ）を満たすことが困難」と答えた方にお伺いします 

具体的にどのような理由でキャリアパス要件（Ⅱ）を満たすことが困難なのか，以

下のうち，該当する番号に○をつけてください。（あてはまる番号全てに○） 

【図 5-10 キャリアパス要件（Ⅱ）を満たすことが困難な理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアパス要件（Ⅱ）を満たすことが困難と回答した事業所に，その理由についてたずね

たところ，母数が尐ないので一概には言えませんが，いずれの理由も同率で23.5％（４事業所）

となっており，項目毎に各事業所の回答の合計が同数になっています。（図5-10） 

 

（11）介護職員処遇改善加算の届出を行わない理由 

問19（11） 問19（１）で「２．届出をしていない」と答えた方にお伺いします 

介護職員処遇改善加算の届出を行わない理由について，該当する番号に○をつけてくださ

い。（あてはまる番号全てに○） 

【図 5-11 介護職員処遇改善加算の届出を行わない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算の届出を行わないと回答した事業所に，その理由についてたずねたと

ころ，「事務作業が煩雑」が30.4％で最も多く，次いで「算定要件を達成できない」が23.2％，

「利用者負担の発生」が20.3％となっています。また，「その他」（24.6％）では，“介護職員以

外の職種との賃金差が大きくなる”などの意見が挙がっています。（図5-11）  
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資質向上の目標及び計画を策定し全介護職員に
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その他

無回答

(MA%)
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無回答

(MA%)
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（12）対象の制約のため困難とする具体的な事情 

問19（12） 問19（11）で「１．対象の制約のため困難」と答えた方にお伺いします 

「対象の制約のため困難」とする具体的な事情について，以下のうち，該当する番号に○

をつけてください。（あてはまる番号全てに○） 

【図 5-12 対象の制約のため困難とする具体的な事情】 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算の届出に対象の制約のため困難と回答した事業所に，その理由につい

てたずねたところ，母数が ない尐 ので一概には言えませんが，「介護職員のみを加算の対象者と

しているため」と「加算対象外の職種に対して賃金の改善を行わざるを得なくなるため」がと

もに28.6％（２事業所），「同一法人内に加算対象外の事業所があるため」が14.3％（１事業所）

となっています。（図5-12） 

 

 

（13）事務作業が煩雑とする具体的な事情 

問19（13） 問19（11）で「２．事務作業が煩雑」と答えた方にお伺いします 

「事務作業が煩雑」とする具体的な事情について，以下のうち，該当する番号に○をつけ

てください。（あてはまる番号全てに○） 

【図 5-13 事務作業が煩雑とする具体的な事情】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算の届出に事務作業が煩雑と回答した事業所に，その理由についてたず

ねたところ，「介護職員処遇改善計画書作成の事務作業が煩雑であるため」が76.2％で最も多く，

次いで「介護職員処遇改善実績報告書作成の事務作業が煩雑であるため」が57.1％，「処遇改善

加算から個々支給額を算定する事務作業が煩雑であるため」が47.6％となっています。（図5-13） 
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無回答
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煩雑であるため

届出に必要となる事務を行える職員がいないため

その他

無回答

(MA%)
(n=21)
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（14）給与等の引き上げ以外の処遇改善の実施状況 

問 20 調査対象サービスの介護従事者に対する給与等の引き上げ以外の処遇改善に関して，平成 31

年４月～令和元年10月末までに実施した対応状況（今後の予定を含む）についてお伺いします。

下表（Ａ）～（Ｕ）の項目ごとに，該当する１～５の欄に1つだけ○をつけてください。 

【図 5-14-1 資質の向上による処遇改善の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資質の向上による処遇改善の実施状況について，『実施した（従来から実施済＋今回新たに実

施）』割合をみると，“（Ａ）実務者研修受講支援や，喀痰吸引，認知症ケア，サービス提供責任

者研修，中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援”が73.8％で最も高く，他の項目より

比較的高い割合になっています。（図5-14-1） 

 

 

  

14.6 

13.0 

5.0 

7.9 

55.8 

42.5 

22.8 

48.7 

3.4 

4.0 

2.6 

3.1 

8.9 

16.0 

13.8 

8.9 

7.5 

14.6 

45.5 

19.1 

9.9 

9.9 

10.3 

12.3 

（Ａ）実務者研修受講支援や，喀痰吸引，認知症ケア

，サービス提供責任者研修，中堅職員に対する

マネジメント研修の受講支援

（Ｂ）研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との

連動
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変更していない（今後実施含む）

従来実施していなかったが，今回新たに実施した（今後実施含む）

従来及び今回，実施していなかったが今後実施する予定

従来及び今回，実施しておらず，

今後も実施する予定なし

無回答
(n=1,366)



- 介護サービス事業者調査の結果 - 

502 

【図 5-14-2 労働環境・処遇の改善による処遇改善の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働環境・処遇の改善による処遇改善の実施状況について，『実施した』割合をみると，“（Ｌ）

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化”が82.8％で最も高く，

次いで“（Ｋ）ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員

の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善”が82.6％,“（Ｍ）健康診断・こころの健康等

の健康管理面の強化，職員休憩室・分煙スペース等の整備”が80.9％となっており，これらは

他の項目より比較的高い割合になっています。（図5-14-2） 
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【図 5-14-3 その他の方法による処遇改善の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の方法による処遇改善の実施状況については，『実施した』割合をみると，“（Ｓ）非正

規職員から正規職員への転換”が77.4％で最も高く，他の項目より比較的高い割合になってい

ます。（図5-14-3） 
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６ 介護予防・日常生活支援総合事業サービスについて 

（１）総合事業の新設サービスへの対応割合 

問21 介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の方にお伺いします。 

令和元年５月１日から令和元年10月 31 日の間に，地域包括支援センター又は居宅介護支援事

業所から，総合事業の新設サービス（生活支援型ヘルプサービス，支え合い型ヘルプサービス，

短時間型デイサービス，短期集中運動型デイサービス）の提供に関する依頼に対して，どの程

度の割合で応じられましたか。以下の選択肢番号のいずれかに○をしてください。 

【図 6-1 総合事業サービス別 総合事業の新設サービスへの対応割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合事業の新設サービスへの依頼に対して応じることができた割合について，生活支援型ヘ

ルプサービス以外は母数が ない尐 ので一概には言えませんが， 

生活支援ヘルプサービスは「１～20％」が17.7％で最も多く，次いで「81～100％」が16.1％

となっています。 

支え合い型ヘルプサービスは「81～100％」が66.7％（８事業所）で最も多くなっています。 

短時間型デイサービスも「81～100％」が63.6％（７事業所）で最も多くなっています。 

短期集中運動型デイサービスは「81～100％」と「１～20％」が同率で各１事業所となってい

ます。（図6-1） 
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７ 関係機関との連携について 

（１）関係機関との連携 

問22 貴事業所では，地域（近隣）の各種団体や組織とどのような関わりをもっておられますか。 

（当てはまるものすべてに○，ただし，その他の欄については内容を記入） 

【図 7-1 関係機関との連携】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関との連携については，いずれの団体も「事業所と団体等との連絡先等の共有」が最

も多く，なかでも医療機関は50.1％と他の団体に比べて高い割合になっています。これに続い

て，“民生委員・児童委員，老人福祉員”と“女性会，老人クラブ，自治会，商店街など，地縁

的繋がりの団体”では「地域の集まりへの参加・参画」が，“社会福祉協議会”と“医療機関”

では「介護や福祉に係る専門知識や情報の提供」が，“幼稚園，保育所，小学校，中学校，高校

等”と“ボランティア団体，ＮＰＯなど，機能的繋がりの団体”では「事業所（施設）におけ

る行事や催しへの参加・参画」が，それぞれ多くなっています。（図7-1） 
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８ サービス内容等について（介護支援専門員の方のみ回答） 

（１）利用者の在宅生活を支えていくため量的な充実が必要なサービス 

問24 利用者の在宅生活を支えていくために，現在は不足していると考えられるなど，今後充実（量

的な充実）が必要と思われるサービスは何ですか。（○は３つまで） 

【図 8-1 利用者の在宅生活を支えていくため量的な充実が必要なサービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「介護医療院」と「（総合事業）」は，今回調査の新規項目 
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利用者の在宅生活を支えていくため量的な充実が必要なサービスについては，「訪問介護」が

42.2％で最も多く，次いで「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が24.5％，「夜間対応型訪問

介護」が23.7％となっています。 

前回調査と比較すると，「訪問介護」が18.1ポイント高くなっており，「訪問リハビリテーシ

ョン」は6.6ポイント，「介護老人福祉施設」は4.8ポイント低くなっています。（図8-1） 
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（２）中重度の要介護者や認知症の人が，住み慣れた地域で生活を継続するのに必要なサービス 

問25 中重度の要介護者や，認知症が進行した人が，住み慣れた地域で生活を続けていくうえで，特

に充実（量的な充実）が必要と思われるものは何ですか。（○は３つまで） 

【図 8-2 中重度の要介護者や認知症の人が，住み慣れた地域で生活を継続するのに必要なサービス】 
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中重度の要介護者や認知症の人が，住み慣れた地域で生活を継続するのに必要なサービスに

ついては，「訪問介護」が34.0％で最も多く，次いで「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が

24.2％，「小規模多機能型居宅介護」が22.4％となっています。 

前回調査と比較すると，「訪問介護」が16.3ポイント，「訪問看護」が3.5ポイント高くなって

おり，「認知症対応型共同生活介護」は4.9ポイント，「介護老人福祉施設」は3.7ポイント低く

なっています。（図8-2） 
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（３）住み慣れた地域での生活継続のため，介護保険のサービス以外に充実が必要なもの 

問26 住み慣れた地域で生活を続けていくうえで，介護保険のサービス以外に，現状から今後充実（量

的・質的な充実）が必要と思われるものは何ですか。（○は３つまで） 

【図 8-3 住み慣れた地域での生活継続のため，介護保険のサービス以外に充実が必要なもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「買い物の支援（自宅への配達等）の充実」と「一人暮らし高齢者対象の身元保証や日常生活支援等サービスの提供」は，今回調査の新規項目 

住み慣れた地域での生活継続のため，介護保険のサービス以外に充実が必要なものについて

は，「高齢者の生きがい支援等につながる居場所づくりの推進」が31.2％で最も多く，次いで「認

知症の早期に適切な支援につながる場や仕組みの構築」が28.6％，「介護と医療の連携体制の構

築と推進」が28.5％となっています。 

前回調査と比較すると，「外出時にサポートが受けられる外出支援サービスの推進」と「地域

住民，医療機関，行政が一体の高齢者支援ネットワークの構築」はともに6.6ポイント，「介護

と医療の連携体制の構築と推進」は5.7ポイント低くなっています。（図8-3） 
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